
第１号様式（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称  沖縄県小児慢性特定疾病管理システム 

実施機関の名称 知事 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

保健医療介護部地域保健課及び県内各保健所 

個人情報ファイルの利用目的 小児慢性特定疾病の医療費助成申請に際して、承認・不承
認を決定、通知し、受給者証交付を行う 

記録項目 

 １氏名、２個人番号、３受給者番号、４生年月日、５性
別、６住所、７電話番号、８疾病情報、９世帯情報、１０公
費負担情報、１１医療機関情報、１２保険者関連情報 

記録範囲  小児慢性特定疾病支給認定申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 
本人から小児慢性特定疾病支給認定申請書、医療意見書、

住民票謄本、所得課税証明書、医療保険証の写し等の提出に
より収集 

要配慮個人情報の有無 ■含まれる。  □含まれない。 

記録情報の経常的提供先 
□無   ■有（提供先：厚生労働省（本人からの申請時に
研究利用に関する同意が得られていた場合に限る）） 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）沖縄県保健医療介護部北部保健所 

 （所在地）〒905-0017 沖縄県名護市大中２丁目13-１ 

  

（名称）沖縄県保健医療介護部中部保健所 

 （所在地）〒904-2155 沖縄県沖縄市美原1丁目６-28  

  

（名称）沖縄県保健医療介護部南部保健所 

 （所在地）〒901-1104 沖縄県南風原町字宮平212 

 

 （名称）沖縄県保健医療介護部宮古保健所 

 （所在地）〒906-0007 沖縄県宮古島市平良東仲宗根476 

 

 （名称）沖縄県保健医療介護部八重山保健所 

 （所在地）〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里438 

 

（名称）沖縄県総務部総務私学課 行政情報センター 

 （所在地）〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎１丁目２－２ 

 

 

 

 

 

 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

記録項目１～１２については、児童福祉法（昭和22年年法
律第164号）第１９の３条第３項に基づく小児慢性特定疾病医
療費支給認定実施要綱第９により訂正請求ができる。 



個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号(電算処理ファイル) 

政令第21条第７項に該当するファイル 
□有   ■無 

□法第60条第２項第２号(マニュアル処理ファイル) 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨 

□該当する。   ■該当しない。 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

 ― 

行政機関等匿名加工情報の概要  ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

 ― 

備考 各保健所において地域ごとの対象者データを保有 

 


